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刀て

生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場合を含

む。)の規定により医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当させる機関を指定したので、生活保護法第55条の

3第 1号の規定により次のとおり告示します。

令和 3年2月22日

金沢市長 山 野 之 義

名 称 所在地 指定年月日

あいう薬局彦三庖 金沢市安江町 3番26号 令和 3年 1月20日

金津ひがしやま薬局 金沢市東山 3丁目 5番23号 令和 2年12月1日

西金沢歯科クリニック 金沢市米泉10丁目 1番170号 グランデ西金沢駅前B 令和 3年 1月1日

⑨金沢市告示第44号

生活保護法 (昭和25年法律第144号)第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場合

を含む。)の規定により指定医療機関から当該指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第
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55条の 3第2号の規定により次のとおり告示します。

令和 3年2月22日

金沢市長 山

名 称 所在地

金津ひがしやま薬局 金沢市東山3丁目 5番23号

クスリのアオキ御経塚薬局 金沢市上荒屋 1丁目222番地

⑨金沢市告示第45号

野 之 義

廃止年月日

令和 2年11月30日

令和 3年 1月31日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第 1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場

合を含む。)の規定により医療扶助及び医療支援給付のための施術を担当させる者を指定したので、生活保護法第55

条の 3第 1号の規定により次のとおり告示します。

令和 3年 2月22日

木山 裕章

中村 洋平

施 術 者

⑨金沢市告示第46号

金沢市長 山

所在地

金沢市天神町1丁目16番9号

金沢市粟崎町ル21番地 1

野 之 義

指定年月日

令和 3年1月 1日

令和 3年 1月6日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14

条第4項においてその例による場合を含む。)の規定により医療扶助及び医療支援給付のための施術を担当させる機

関から当該施術機関の所在地を変更した旨の届出があったので、生活保護法第55条の 3第 2号の規定により次のとお

り告示します。

令和 3年 2月22日

名 称、
変 更後

和信堂はり灸整骨院 金沢市元町2丁目15番目号

⑨金沢市告示第47号

金沢市長 山

所在 地

変更前

金沢市瓢箪町 7番12号

野 之 義

変更年月日

令和 3年 1月 2日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14

条第4項においてその例による場合を含む。)の規定により医療扶助及び医療支援給付のための施術を担当させる機

関を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の 3第 2号の規定により次のとおり告示します。

令和 3年 2月22日

金沢市長 山 野 之 義

施 術 者 所在 地 廃止年月日

木山 時雨 金沢市天神町 1丁目16番 9号 令和 2年12月31日

⑨金沢市告示第48号

生活保護法 (昭和25年法律第144号)第54条の 2第 1項 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によ

る場合を含む。)の規定により介護機関を指定したので、生活保護法第55条の 3第 1号の規定により次のとおり告示
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します。

令和 3年2月22日

金沢市長 山 野 之 義

事業所番号
事業所 事業者 指定

サービスの種類
名称 所在地 名称 所在地 年月日

1740144876 なの花楽局大 金沢市大桑2丁 株式会社なの花 愛知県名古屋市 令和 3年 居宅療養管理指導

桑庖 目256番地 中部 中区丸の内 3丁 1月 1日 介護予防居宅療養

目23番20号 管理指導

1740143860 たん;司王薬局金 金沢市平和町 3 たんほ:l;f薬局株 岐阜県岐阜市若 令和 3年 居宅療養管理指導

沢庖 丁目 3番 8号 式会社 宮町 9丁目16番 1月 1日 介護予防居宅療養

t也 管理指導

⑨金沢市告示第49号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第46条第 2項の規定によ

り次の指定障害福祉サービス事業者から当該指定障害福祉サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第

51条第2号の規定により告示します。

令和 3年2月22日

金沢市長 山 野 之 義

事業所番号 事業所の名称
事業所の

事業者の名称
事業者の主たる 障害福祉サー 主たる 廃止

所在地 事務所の所在地 ビスの種類 対象者 年月日

すずらんケア 金沢市三口町 株式会社すず 金沢市三口町イ
行動援護 特定なし

令和 3年
1710102961 

センター イ109番地 らん 109番地 2月28日

⑨金沢市告示第50号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の 2の6第 1項の規定により産業廃棄物処理

施設の変更の許可の申請があったので、同条第2項において準用する同法第15条第4項の規定により次のとおり告示

し、当該申請に関する許可申請書及び当該産業廃棄物処理施設の変更により周辺地域の生活環境に及ぼす影響につい

ての調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供します。

なお、同法第15条の 2の6第 2項において準用する同法第15条第6項の規定により、当該産業廃棄物処理施設の変

更に関し利害関係を有する者は、金沢市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

令和 3年2月22日

金沢市長 山

1 申請をした者の名称及び所在地並びに代表者の氏名

(1)名 称 クリーンライフ株式会社

(2) 所 在地 金沢市舘町ヌ 6番地

(3) 代表者の氏名 毎回正男

2 産業廃棄物処理施設の設置の場所

金沢市小原町ア262番ほか87筆

3 産業廃棄物処理施設の種類

安定型最終処分場

4 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

廃プラスチック類(安定型産業廃棄物に限る。)

ゴムくず

金属くず(安定型産業廃棄物に限る。)

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(安定型産業廃棄物に限る。)

がれき類

3 
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5 申請年月日

令和 3年2月15日

6 縦覧場所

金沢市環境局ごみ減量推進課

7 縦覧期間

令和 3年2月22日から同年3月22日まで

8 縦覧時間

午前 9時から午後5時45分まで

9 意見書の記載事項

(1) 生活環境保全上の見地からの意見

金沢市 公報

(2) 提出する者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(3) 対象事業の名称

10 意見書の提出期間

令和 3年2月22日から同年4月 5日まで

11 意見書の提出先

金沢市環境局ごみ減量推進課

⑨金沢市告示第51号

平成 9年告示第232号(金沢市営住宅条例の規定に基づき市営住宅に係る利便性係数を定めたことについて)の一

部を次のように改正し、令和 3年4月 1日から適用します。

令和 3年2月22日

金沢市長 山 野 之 義

第 1項の表上荒屋住宅の項中 1247戸」を 1245戸」に、 111戸」を 113戸」に改め、同表緑住宅の項中 1773戸」を

1766戸」に、1162戸」を 1169戸」に改める。

⑨金沢市告示第52号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の 2第6項に規定する指定代理納付者(以下 「指定代理納付者」とい

う。)を次のとおり指定したので、告示します。

令和 3年 2月22日

金沢市長 山 野

1 指定代理納付者の名称及び事務所の所在地

名 称 事務所の所在地

株式会社北園銀行 金沢市広岡 2丁目12番6号

株式会社北国クレジットサービス 金沢市片町2丁目 2番15号

株式会社エンパシ 東京都目黒区五本木2丁目11番11号

2 指定代理納付者による代理納付を認めた歳入

市民課、市民センター及び税務課で納付する使用料及び手数料

3 指定代理納付者に歳入を代理納付させる期間

令和 3年 2月25日から同年3月31日まで

公 止と
Eヨ

之 義

次の開発行為に関する工事が完了し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の規定により検査済証を

交付したので、同条第3項の規定により公告します。

令和 3年 2月22日

金沢市長 山 野 之 義
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開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 公共施設の種類位置及び区域

金沢市松村6丁目51番 2及ひ52番 1から52 野々市市押野 3丁目61番地 道路金沢市松村6丁目51番 2

番 5まで 株式会社アイワホーム 及び52番 5

代表取締役林

教育委員会告示

⑨金沢市教育委員会告示第 1号

平成23年教育委員会告示第5号(金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例の規定に基づく伝統的建造物群保存地区

の保存に関する計画を定めたことについて)の一部を次のように改正する。

令和 3年 2月22日

金沢市教育委員会教育長 野 口 弘

別図第 2-1を次のように改める。

別図第2-1 伝統的建造物(建築物)に係る図面(全体)

(別図第2-1は、登載を省略し、当該図面を金沢市役所文化スポーツ局歴史都市推進課において縦覧に供します。)

別図第 2-2を次のように改める。
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別表第 1中

86 |M64 |主屋 D棟|金沢市東山 2丁目14番13号

M64 金沢市東山 2丁目14番13号

金沢市東山 2丁目20番 6号M115 

119 |主屋 |1棟|金沢市東山 1丁目10番 4号 |を

B 141 主屋 l棟 金沢市東山 1丁目10番 4号

B331-2 土蔵 1棟 金沢市東山 2丁目 4番 5号

改める。

農業委員会告示

⑨金沢市農業委員会告示第 2号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第 1項の規定により令和 3年第 2回金沢市農業委員会総

会を招集し、金沢市農業委員会会議規則(昭和36年農業委員会規則第3号)第3条第 1項の規定により次のとおり告

示します。

令和 3年 2月22日

金沢市農業委員会

会長井 口 栄 市

1 日時

令和 3年2月25日午後 3時

2 場所

金沢市第二本庁舎 2301会議室

3 議案

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第 3条の規定による許可申請について

(2) 農地法第5条の規定による許可申請に対する意見決定について

(3) 非農地証明願について

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第 1項の規定による金沢市農用地利用集積計画の決定

について

(5) 金沢農業振興地域整備計画の変更に関する意見決定について

。正誤

O令和 2年12月21日付け金沢市公報第3027号

箇所 | 誤

上から 3行目 |令和 2年11月11日

正

令和 2年11月 1日
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